
有限会社ライフケア 介護職員初任者研修(通学)学則 

 

(事業者の名称・所在地) 

第 1条 本研修は、次の事業者が実施する。 

有限会社ライフケア 

熊本県玉名市中 751-4 

 

(開講目的) 

第 2条 研修の目的は次のとおりとする。 

 介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方

のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的とす

る。 

 

(実施形式) 

第 3条 前条の目的を達成するために、次の研修事業を実施する。 

 介護職員初任者研修課程(通学形式) 

  

(研修事業の名称) 

第 4条 研修の名称は次のとおりとする。 

 ライフケア介護職員初任者研修(通学) 

 

(実施場所) 

第 5条 研修を行うために使用する講義及び演習会場は次のとおりとする。 

 ライフケア六田デイサービスセンター (熊本県玉名市中 751-4) 

 

(開講時期及び研修期間) 

第 6条 令和元年度の研修事業は、以下の計画のとおり実施する。 

 ・令和元年 9月 1日～令和元年 12月 8日のおおよそ 4ヶ月とする。 

 

(研修カリキュラム及び使用教材) 

第 7条 研修を修了するに必要な教科及び時間数は次のとおりとし、教材は 

「介護職員初任者研修課程テキスト 介護労働安定センター」を使用する。 

教科内容 時間数 

1、職務の理解 6 

2、介護における尊厳の保持・自立支援 9 

3、介護の基本 6 



4、介護・福祉サービスの理解と医療の連携 9 

5、介護におけるコミュニケーション技術 6 

6、老化の理解 6 

7、認知症の理解 6 

8、障害の理解 3 

9、こころとからだのしくみと生活支援技術 75 

10、振り返り 4 

合計 130 

＊実習あり 

・介護実習(通所介護)         １日間(６時間) 

・訪問介護サービス同行訪問(訪問介護) １日間(６時間) 

 

(受講資格及び定員) 

第 8条 受講資格は、在宅・施設を問わず介護の業務に従事または学習・習得しようとする

者とする。また、定員は 20名とする。 

 

(研修責任者氏名) 

第 9条 本研修の研修責任者は有限会社ライフケア 代表取締役 山中重子とする。 

 

(講師氏名) 

第 10条 研修を担当する講師は別紙「担当講師一覧」のとおりとする。 

 

(受講手続) 

第 11条 受講手続きは次のとおりとする。 

(1) 受付期間 

募集開始日から研修開始前日の間とする。 

(2) 申し込み方法 

・所定の受講申込書に必要事項を記入の上期日までに申し込む。ただし、定員に達した

時点で申し込みは終了する。 

・受講者の決定を行い、受講決定通知書を受講者宛に送付する。また、教材等は開講初

日に実施場所にて渡す。 

・受講決定通知書を受け取った受講者は、指定の期日までに受講料等を納入する。 

(3) 研修参加費 

内訳 金額 納付方法 納付期限 

受講料 30,000円(税込) 
一括納入 受講開始前日まで 

テキスト代 5,444円(税込) 



(研修の延期・中止) 

第 12条 本法人の講座において延期・中止等の不慮の事態が発生した場合、次のような対

応をとるものとする。 

(1) 講座延期の場合は、新たなる日程を示し、講座を開くものとする。但し、日程等により

受講が困難と思われる場合、受講者の申し出により受講料を全額返金する。 

(2) 講座中止(事業廃止等による講座途中での中止を含む)の場合は受講料を全額返金するも

のとする。また、他教育機関を紹介する等研修の継続、修了に最大限の努力をはらうも

のとする。 

(3) 出願状況によっては不開講となる場合があり、また開催月が変更になることがあるが、

受講者の申し出により受講料を全額返金するものとする。 

 

(受講の取り消し) 

第 13条 研修責任者は、教育上必要があると認められるときは、懲戒を加えることができ

る。 

(1) 学習意欲が著しく欠け、成業の見込みがないと認められる者。 

(2) 本法人の指導指針に反し、本法人の秩序を著しく乱した者。 

(3) 施設又は備品等を故意に破損した者。 

 

(苦情等に対する対応等) 

第 14条 苦情処理のための窓口を事務所に設け対応にあたるものとする。 

 

(科目の免除) 

第 15条 科目の免除についてはこれを認めない。 

 

(研修終了の認定方法) 

第 16条 終了の認定は、第 7条に定めるカリキュラムを全て履修し、講義内容の理解度や

実技・演習の習得状況を課題やレポートの提出等により審査し、最終段階での筆記試験によ

る終了評価で認定の可否を判定する。成績の評価はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 4種類とし、合格判定

基準は 100 点を満点とし 70 点以上とする。Ａ＝90 点以上、Ｂ＝80 点以上、Ｃ＝70 点以

上、Ｄ＝70 点未満で判定し不合格者に関しては、評価担当講師により補講を行い再評価を

実施する。 

 

(修了証等の交付) 

第 17 条 合格(認定)者には、講座(課程)の介護職員初任者研修の修了証書と終了証明書(携

帯用)を交付する。 

 



(遅刻、早退、欠席、退講、未修了及び補講の取り扱い) 

第 18条 遅刻及び早退は原則認めず、10分以上の遅刻は欠席扱いとする。その場合補講を

受けなければならない。また、やむを得ず欠席する場合、事前若しくは事後に「欠席届」を

提出する。定めた時間数を受講せず退講する場合には、未修了となり修了書及び修了証明書

の交付はしない。また、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる

者については、補講を行うことにより当該科目を終了したものとみなす。補講にかかる受講

料等については、講義 1時間につき 1,000円(税込)を受講者の負担とする。補講料は補講終

了後 1週間以内に事務局へ直接納入することとする。 

 

(受講者本人の確認方法) 

第 19条 研修の受講申込み受付時または初回の講義時において、受講申込み等を行った者

が本人であるかどうか等を、公的証明書により確認しその記録を行う。 

・戸籍謄本又は戸籍抄本・住民票・各健康保険被保険者証・運転免許証 等 

 

(個人情報の取り扱い) 

第 20条 

(1) 事業実施により知り得た受講者等の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用しない。 

(2) 受講者等が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

することのないよう受講者の指導を行う。 

 

 

附則 

 本学則は、平成 26年 10月 1日より施行する。 

本学則は、平成 28年 1月 1日より施行する。 

 本学則は、平成 28年 10月 1日より施行する。 

本学則は、平成 30年 7月 1日より施行する。 

本学則は、令和元年 8月 1日より施行する。 

 


